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お知らせ Information

　
夏
休
み
企
画

「
彩
の
国
資
源
循
環
工
場
」

夏
休
み
親
子
見
学
会

　

廃
棄
物
最
終
処
分
場
を
は
じ
め
、
彩

の
国
資
源
循
環
工
場
（
リ
サ
イ
ク
ル
施

設
）
や
三
ケ
山
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
を
親
子

で
見
学
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

日
時
＝
８
月
３
日
㈫

　

１
回
目　

午
前
９
時
30
分
～
正
午

　

２
回
目　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

内
容
＝
最
終
処
分
場
、
彩
の
国
資
源
循
環

工
場
、
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
施
設
（
大
規
模
太

陽
光
発
電
施
設
）
の
見
学

※
雨
天
決
行

対
象
＝
小
学
生
お
よ
び
中
学
生
と
そ
の

保
護
者
（
子
ど
も
の
み
の
参
加
不
可
）

定
員
＝
各
回
20
名
程
度

費
用
＝
無
料

申
込
期
限
＝
７
月
13
日
㈫
（
消
印
有
効
）

申
込
方
法
＝
は
が
き
に
左
記
の
①
～
③

を
明
記
し
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

①
参
加
希
望
回
（
第
１
希
望
・
２
希
望
）

②
保
護
者
の
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が

な
）・
年
齢
・
電
話
番
号

③
子
ど
も
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
年

齢
・
学
年
（
子
ど
も
が
複
数
人
の

場
合
は
全
員
分
）

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選

申
込
み
・
問
合
せ
＝
埼
玉
県
環
境
整
備

セ
ン
タ
ー　

夏
休
み
親
子
見
学
会
係

　

☎
０
４
８
‐
５
８
１
‐
４
０
７
０

〒
３
６
９
‐
１
２
２
３

大
里
郡
寄
居
町
大
字
三
ヶ
山
３
６
８

　
　
　

　
集
合
・
オ
ン
ラ
イ
ン
型
の
形
式
で
開
催

埼
玉
県
内
市
町
村
職
員

採
用
合
同
説
明
会

　

彩
の
国
さ
い
た
ま
人
づ
く
り
広
域
連

合
で
は
、「
埼
玉
県
内
市
町
村
職
員
採
用

合
同
説
明
会
」
を
開
催
し
ま
す
。
今
年

度
は
、「
集
合
型
」
と
「
オ
ン
ラ
イ
ン
型
」

の
２
つ
の
形
式
で
開
催
し
ま
す
。

【
①
集
合
型
】

　

市
町
村
ご
と
に
設
置
す
る
ブ
ー
ス
で
、

市
町
村
の
特
色
や
仕
事
の
内
容
、
職
員

の
募
集
内
容
な
ど
を
、
市
町
村
の
人
事

担
当
者
な
ど
か
ら
直
接
聞
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。
参
加
に
は
事
前
予
約
が
必
要

で
す
。
予
約
方
法
や
予
約
開
始
日
時
に

つ
い
て
は
、
今
後
、
広
域
連
合
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
予
定
で
す
。

【
②
オ
ン
ラ
イ
ン
型
】

　

各
市
町
村
の
魅
力
・
情
報
発
信
動
画

や
、
最
新
の
採
用
情
報
な
ど
を
掲
載
し

ま
す
。
ま
た
、
各
団
体
の
採
用
担
当
者

と
の
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
会（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）

を
実
施
し
ま
す
。

場
所
＝
①
７
月
８
日
㈭　

午
前
10
時
～

午
後
５
時　

②
６
月
下
旬
予
定

会
場
＝
①
大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ

　

②
広
域
連
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
S
A
I
T
A
M
A
市
町
村
職
員
採
用

N
A
V
I
）
内

問
合
せ
＝
彩
の
国
さ
い
た
ま
人
づ
く
り

広
域
連
合　

人
材
開
発
部　

市
町
村

職
員
担
当

　

☎
０
４
８
‐
６
６
４
‐
６
６
８
１

県
内
企
業
多
数
参
加
予
定

求
人
企
業
合
同
面
接
会

　　
　

　

採
用
担
当
者
と
直
接
話
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

日 

時
＝
６
月
22
日
㈫　

午
後
１
時
～
４

時
（
受
付
：
正
午
～
午
後
３
時
30
分
）

場
所
＝
大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
ビ
ル　

４
階　

市
民
ホ
ー
ル

対
象
＝
令
和
４
年
３
月
大
学
・
短
大
・

専
門
学
校
卒
業
予
定
の
か
た
、
既
卒

３
年
以
内
の
か
た

そ
の
他
＝

・
予
約
不
要
、
入
退
場
自
由
、
求
人
企
業

情
報
を
来
場
者
全
員
に
配
布
し
ま
す
。

・
履
歴
書
を
複
数
枚
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
（
当
日
会
場
で
コ
ピ
ー
も
で
き
ま
す
）

・
参
加
企
業
名
は
当
協
議
会
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
５
月
下
旬
か
ら
掲
載
し
て
い

ま
す
。

問 

合
せ
＝
埼
玉
県
雇
用

対
策
協
議
会　

☎
０
４
８
‐
６
４
７
‐

４
１
８
５

　１つは、皆さんがよく知っている「１１０番」。
　もう１つが「警察相談専用電話『＃９１１０』」です。
　緊急ではないが警察に相談したいことがある、と
いう場合は『＃９１１０』へ。
＊�24時間受付（夜間および土曜日・日曜日・祝日・
年末年始は当直対応となります。）

■プッシュ回線：#9110
■ダイヤル回線：☎048-822-9110

警察とみんなを結ぶ２つの「ホットライン」

　急な病気やけがに関して、看護師の相談員が医療機
関を受診すべきかどうかなどをアドバイスしますので、
判断に迷ったときはお気軽にお電話ください。
■相談時間＝毎日24時間
■電話番号＝ ＃7119　☎048-824-4199
　　　　　　（ダイヤル回線、IP 電話、PHS をご利用の場合）
※次の番号からも電話をかけられます。
　○大人の救急電話相談　#7000
　○小児救急電話相談　#8000
　　または　☎048-833-7911
※利用上のお願い
　この電話相談は医療行為ではなく、電話でのアドバ
イスにより、相談者の判断の参考としていただくもの
ですので、あらかじめご理解のうえ利用ください。
■問合せ＝埼玉県保健医療部医療整備課
　　☎048-830-3559

○大人の救急電話相談・小児救急電話相談
　（全国共通ダイヤル＃7119で365日、24時間実施）

　救急車を呼ばなくても病院へ行くことができる場合は、
児玉郡市広域消防本部指令課（☎24-1119）で医療機関の
情報をご案内します。

○医療機関情報の問い合わせ（24時間）

　休日の軽症の内科系診療は、本庄市児玉郡医師会
医師により本庄市保健センター内の休日急患診療所
で行っています。受診するときは健康保険証をお忘
れなく。
　　☎23-3322　　診療科：内科系疾患
診療時間　午前９時～午後４時（正午～午後１時除く）
　　　　　午後７時～10時（受付：９時45分まで）
住　　所　本庄市北堀1422-1（本庄市民文化会館隣）

○休日診療

　毎週木曜日に、休日急患診療所で内科系
疾患の夜間診療を行っています。
　　☎23-3322　　診療科：内科系疾患
診療時間　毎週木曜日�午後８時～10時
　　　　　�（受付：９時45分まで）
※木曜日が祝日・年末年始（12月30日～１月３日）に
あたる場合の診療時間は、休日診療と同じです。

○平日夜間診療

戸籍の窓口（敬称略）
この欄に掲載を希望されないかたは届出時に窓口または総合政策課へ
お申し出ください。

○在宅当番医療機関��▶診療時間　午前９時～正午

休日の急患診療は、郡市内医療機関が輪番で行っています。
月　日 医療機関名 電話番号

６月６日㈰ 関根内科外科医院 ☎77-7667

６月13日㈰ はにぽんクリニック ☎22-3596

６月20日㈰ 千 田 医 院 ☎76-0041

６月27日㈰ 高 山 整 形 外 科 ☎22-3245

７月４日㈰ 昭 和 産 婦 人 科 ☎22-2025

７月11日㈰ 田 所 医 院 ☎22-3445
※当番医は変更になる場合がありますので、確認してか
らお出かけください。

人口と世帯	�(　　)内は前月比です
（５月１日現在外国籍のかたも含みます）

人口 11,051人 （－８人）
男 5,596人 （＋１人）
女 5,455人 （－９人）
世帯 4,498戸 （±０戸）

　シルバー人材センターは、年間をとおし
て新規会員を募集中です。町内在住で60
歳以上の健康で働く意欲のあるかたをお
待ちしています。詳しくは「入会説明会」
にご参加ください。
※日程が合わないなど説明会

に出席できないかたは、事
務局までご相談ください。

「シルバー人材センター」からのお知らせ
～お友達と一緒に会員になりませんか？～

入会説明会
【日　時】　６月16日㈬　午前10時30分～
【場　所】　美里町遺跡の森館
【問合せ】　美里町シルバー人材センター
　　　　　☎76-5430

協議会ウェブサイト
QRコード

　この水道週間は、厚生労働省、都道府
県をはじめ、各市町村の水道事業体など
によって実施される広報活動などの運動
をとおして、国民に対し、水道の現状や
課題について理解を深め、今後の水道事
業の取組みについてご協力を得ることを
目的に、毎年実施されています。

出典：（公社）日本水道協会

６
月
１
日
㈫
か
ら
７
日
㈪
は

水
道
週
間
で
す
！

４月16日～５月15日届出分

お悔やみ申し上げます
名　前 （世帯主） 行政区

町田　哲夫（美恵子） 下児玉

齊藤エイ子（ 司 ） 広木

齊藤𠮷五郎（ - ） 甘粕

深田　千𠮷（ 君 江 ） 甘粕

関口　初美（ 克 也 ） 中里

有山冨美代（ 正 訓 ） 野中

大庭　昇司（ - ） 猪俣


